
 

 

令和５年３月２３日 教育委員会会議録 

１ 日 時  令和５年３月２３日（木） 午後３時～午後３時５８分 

２ 場 所  ７階 ７０１ＡＢ会議室 

３ 出席委員  金沢智也教育長、白鳥樹一郎委員、中村篤委員、熊坂香織委員、細谷真紀子委員 

４ 出 席 者  高橋一実教育部長、板垣裕子次長（兼）管理課長、 

山川髙士管理課学校施設整備室長、細谷直樹次長（兼）学校教育課長、 

後藤好邦社会教育青少年課長、小関仁美少年自然の家所長、佐藤誠図書館長、 

長橋真学校給食センター所長、佐々木信江学校給食センター栄養管理室長、 

志済直史商業高等学校事務長、小林勝喜商業高等学校長、事務局（管理課職員） 

 

会議次第 

１ 開     会 

２ 前回会議録承認 

３ 議     案 

   議案第９号  令和５年度教育委員会各所属の運営方針について 

議案第１０号 山形市教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

   議案第１１号 山形市教育委員会会議規則の一部改正について 

   議案第１２号 山形市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則の制定について 

   議案第１３号 山形市教育機関の職員の職に充てる教育委員会事務局等の職員の職の指定に関す

る規則の一部改正について 

   議案第１４号 山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例施行規則の一部改正につい

て 

   議案第１５号 山形市立学校の学校運営協議会に関する規則の一部改正について 

４ 報 告 事 項 

 ⑴ 令和５年度山形市立商業高等学校運営方針について 

 ⑵ 「議案第５号 令和５年度用「学校教育の重点目標 指導の指針」策定方針について」 

   への質疑に対する検討結果について 

５ そ  の  他 

６ 日  程  等 

  （１）教育委員会の日程について 

  （２）教育委員会主催（共催）の行事について 

７ 閉     会 

 

 

 

 



 

 

 

会議録 

１ 開 会  教育長 

２ 前回会議録承認 

３ 議 案 

 

教育長…それでは、議事に入る。議案第９号「令和５年度教育委員会各所属の運営方針につい

て」説明をお願いする。 

 

＜管理課長より説明＞ 

 

教育長…ただ今の説明について、意見や質問等はあるか。 

 

＜各委員より「なし」の声＞ 

 

教育長…それでは、議案第９号「令和５年度教育委員会各所属の運営方針について」原案のと

おり承認してよろしいか。 

 

＜各委員より「はい」の声＞ 

 

＜原案のとおり承認＞ 

 

教育長…次に、議案第１０号「山形市教育委員会事務局組織規則の一部改正について」説明を

お願いする。 

 

＜管理課長より説明＞ 

 

教育長…ただ今の説明について、意見や質問等はあるか。 

 

委員…「中学校通学路の防犯灯」と記載があるが小学校を包括したものと考えてよいか。 

 

管理課長…山形市の教育委員会では中学校通学路の防犯灯のみを整備しているため、そこを明

確にしたものだ。 

 

委員…就学に関する支援を担当する課が変わるということだが、特別支援関係・幼稚園関係も

共に移ると思ってよいか。 

 

管理課長…委員ご指摘のとおりである。 

 



 

 

 

教育長…その他意見や質問等はあるか。 

 

＜各委員より「なし」の声＞ 

 

教育長…それでは、議案第１０号「山形市教育委員会事務局組織規則の一部改正について」、

原案のとおり承認してよろしいか。 

 

＜各委員より「はい」の声＞ 

 

＜原案のとおり承認＞ 

 

教育長…次に、議案第１１号「山形市教育委員会会議規則の一部改正について」説明をお願い

する。 

 

＜管理課長より説明＞ 

 

教育長…ただ今の説明について、意見や質問等はあるか。 

 

委員…会議録承認の署名の仕方が変わるとの説明があったが、詳しく教えていただきたい。 

 

管理課長…事前に指名をした委員に議事録を送付し、署名する形に変更するものである。 

 

教育長…その他意見や質問等はあるか。 

 

＜各委員より「なし」の声＞ 

 

教育長…それでは、議案第１１号「山形市教育委員会会議規則の一部改正について」、原案の

とおり承認してよろしいか。 

 

＜各委員より「はい」の声＞ 

 

＜原案のとおり承認＞ 

 

教育長…次に、議案第１２号「山形市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則の制

定について」説明をお願いする。 

 

＜管理課長より説明＞ 

 

教育長…ただ今の説明について、意見や質問等はあるか。 



 

 

 

＜各委員より「なし」の声＞ 

 

教育長…それでは、議案第１２号「山形市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則

の制定について」原案のとおり承認してよろしいか。 

 

＜各委員より「はい」の声＞ 

 

＜原案のとおり承認＞ 

 

教育長…次に、議案第１３号「山形市教育機関の職員の職に充てる教育委員会事務局等の職員

の職の指定に関する規則の一部改正について」説明をお願いする。 

 

＜管理課長より説明＞ 

 

教育長…ただ今の説明について、意見や質問等はあるか。 

 

委員…山形市総合学習センターについて、表中の職が所員のみになっているが問題ないか。 

 

管理課長…あて職ではなくなるため、問題ない。 

 

委員…山形市総合学習センター所長については、別の文書の文言の中に定めていると考えてよ

いか。 

 

管理課長…山形市総合学習センター条例があり、この条例に所長の定めがある。 

 

委員…令和５年４月以降の教育委員会会議を含めた定例会に、学習センター所長は参加をする

のか。 

 

教育部長…検討中である。早急に対応する。 

 

教育長…その他意見や質問等はあるか。 

 

＜各委員より「なし」の声＞ 

 

教育長…それでは、議案第１３号「山形市教育機関の職員の職に充てる教育委員会事務局等の

職員の職の指定に関する規則の一部改正について」原案のとおり承認してよろしいか。

なお、教育委員会会議への出席職員については確認のうえ、教育委員各位の皆さんに

お知らせする。 

 



 

 

 

＜各委員より「はい」の声＞ 

 

＜原案のとおり承認＞ 

 

教育長…次に、議案第１４号「山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例施行規則

の一部改正について」説明をお願いする。 

 

＜管理課長より説明＞ 

 

教育長…ただ今の説明について、意見や質問等はあるか。 

 

＜各委員より「なし」の声＞ 

 

教育長…それでは、議案第１４号「山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例施行

規則の一部改正について」原案のとおり承認してよろしいか。 

 

＜各委員より「はい」の声＞ 

 

＜原案のとおり承認＞ 

 

教育長…次に、議案第１５号「山形市立学校の学校運営協議会に関する規則の一部改正につい

て」説明をお願いする。 

 

＜社会教育青少年課長より説明＞ 

 

教育長…ただ今の説明について、意見や質問等はあるか。 

 

＜各委員より「なし」の声＞ 

 

教育長…それでは、議案第１５号「山形市立学校の学校運営協議会に関する規則の一部改正に

ついて」原案のとおり承認してよろしいか。 

 

＜各委員より「はい」の声＞ 

 

＜原案のとおり承認＞ 

 

 

 

 



 

 

 

４ 報告事項 

 

教育長…それでは報告事項に移る。「令和５年度山形市立商業高等学校運営方針について」説

明をお願いする。 

 

＜商業高等学校校長より説明＞ 

 

教育長…ただ今の説明について、意見や質問等はあるか。 

 

委員…「学校感染症」という文言があるが、「感染症」と表記してはどうか。 

 

商業高等学校校長…「学校感染症」と法律で規定されているため、学校感染症という言葉を用

いている。 

 

委員…キャリアパスポートについて、小中から繋いでいくものかと思うが体制づくりについて

はどうか。 

 

商業高等学校校長…キャリアパスポートについては中学校から提出があった。進路実現の意味

もあり、進路課にて取り組んでいるところである。 

 

学校教育課長…令和２年からキャリアを積み上げていくという意味でファイル等に綴じている。

進級・進学にあたっての引継ぎの体制はできている。あとは、内容を如何に充

実していくかだと考えている。 

 

教育長…その他意見や質問等はあるか。 

 

＜各委員より「なし」の声＞ 

 

教育長…次に『「議案第５号 令和５年度用「学校教育の重点目標 指導の指針」策定方針に

ついて」への質疑に対する検討結果について』説明をお願いする。 

 

＜学校教育課長より説明＞ 

 

教育長…ただ今の説明について、意見や質問等はあるか。 

 

＜各委員より「なし」の声＞ 

 

 

 



 

 

 

５ その他 

 

教育長…委員よりその他意見や質問等はないか。 

 

委員…先日、市立商業高校の通勤手当の件について発表があったと思うが、その件について、

苦情の連絡はあったか。 

 

管理課長…１件ある。内容については返還を求められない金額についての意見であった。 

 

委員…先日、一般の方から電話があった。内容は２点である。１点目は過支給で市民の税金が

使われてしまったこと。２点目は、教育委員会で夜の宴席をやっているのではないかと

いうことだった。気を引き締めて業務に取り組んでほしい。 

 

教育部長…ただ今の件については、事務処理のミスで起こったことだが、私共が痛切に反省し

ているのが前例踏襲でやってきたということである。市立商業高校の通勤手当につ

いては、同じような処理を、毎年疑問にも思わず繰り返してしまった。仕事のもと

の根っこは何なのかということ、法律や条例規則に照らし合わせること、あるいは

先輩がやったことが正しいのかということを原点から確認する作業が絶対に必要だ

と考えている。教育委員会においては、同様の事態が起こらないように注意喚起を

行ったところである。これから、新年度に向けて職員も変わることもあり、再度徹

底していくことを確認したところだ。宴席についても配慮していく。 

 

教育長…事務局よりその他報告等はないか。 

 

＜事務局より「なし」の声＞ 

 

６ 日程等 

 

＜管理課長より教育長及び教育委員の日程及び教育委員会主催の行事等について説明＞ 

 

７ 閉会  教育長 


